
（12）条件付一般競争入札の公告について 

 

条件付一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第167条の６及び周防大島町財務規則（平成16年規則第47号）第110条の規定に基づ

き、次のとおり公告する。 

 

令和８年４月15日 

 

周防大島町長 藤 本 淨 孝 

 

１ 入札に付する事項 

次に掲げる工事の請負 

(1) 工事名  令和８年度 周防大島町総合体育館改修工事（建築工事） 

(2) 工事場所 山口県大島郡周防大島町大字西方1958番地77 

(3) 工 期  契約締結日の翌日から令和９年３月30日まで 

(4) 工事概要 

屋根改修工事 １式 

外壁改修工事 １式 

音響改修工事 １式 

 

２ 入札参加資格に関する事項 

入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する共同企業体（２

者で構成する者に限る。）とする。 

(1) 共同企業体の構成員のいずれもが次に掲げる要件のいずれにも該当する者

であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない

こと。 

イ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者、又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民

事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこ

と等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

ウ 周防大島町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格

及び指名基準等に関する要綱（平成16年周防大島町告示第86号）の規定によ

る指名建設業者等名簿に登録されていること。 



エ 建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第３条第１項の規

定により建築一式工事（法第２条第１項の別表の上欄に揚げる建築一式工事

をいう。）の許可を受けていること。 

オ 法第３条第１項の営業所（以下「営業所」という。）のうち主たる営業所を

岩国土木建築事務所、柳井土木建築事務所が所管する市町に有していること。 

カ 当該公告の日から本工事の開札の日までに、周防大島町建設工事等の請負

契約に係る指名停止措置要領（平成16年周防大島町告示第88号）に基づく指

名停止を受けていないこと。 

キ 公告の日において、健康保険法（大正11年法律第70号）に基づく健康保険、

厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）に基づく厚生年金保険及び雇用保険

法（昭和49年法律第116号）に基づく雇用保険（これらの保険のうち、適用を

除外されているものを除く。）に加入していること。 

ク 本工事発注に係る公告日において国土交通大臣又は都道府県知事が通知し

た法第27条の23に規定する経営事項審査（以下「経営事項審査」という。）の

建築一式工事に係る総合評定値が、主たる営業所が周防大島町に有している

者は700点以上、周防大島町外に有している者は950点以上であること。 

ケ 出資比率が30％以上であること。 

コ １に掲げる工事（以下「本工事」という。）において他の共同企業体の構成

員でないこと。 

(2) 共同企業体の代表者が次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 

ア 建築一式工事について法第３条第６項に規定する特定建設業の許可を受け

ていること。 

イ 平成23年度以降に元請負人又は共同企業体の構成員（出資比率が20％以上

の者に限る。）として、公共工事（法人税法（昭和40年法律第34号）別表第１

に掲げる公共法人が発注するものを含む。）で請負額が10,000万円以上の鉄

筋コンクリート構造又は鉄骨造の建築工事を施工した実績を有していること。 

ウ 建築工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けている監理技術者（以

下「監理技術者」という。）を本工事の工事現場に専任で配置できること。 

エ 出資比率が構成員中、最大であること。 

オ 経営事項審査の建築一式工事の総合評点値が構成員中、最大であること。 

(3) 共同企業体の代表者以外の者が次に掲げる要件のいずれにも該当する者で

あること。 

ア 主たる営業所を周防大島町内に有していること。 

イ 法第26条第１項に規定する主任技術者（以下「主任技術者」という。）を本

工事の工事現場に専任で配置できること。 

 

３ 予定価格に関する事項 



(1) 予定価格 

事後公表 

(2) 入札書比較価格（予定価格の110分の100） 

事後公表 

(3) 最低制限価格の設定 

無（低入札価格調査対象工事） 

 

４ 入札参加申請に関する事項  

この公告の入札に参加を希望する者は、２に掲げる入札参加資格を有すること

を確認できる資料として、次のとおり入札参加資格確認資料等を提出すること。

提出方法は後述の８から１０までに掲げる方法によること。 

(1) 条件付一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

(2) 同種・同規模工事等の施工実績調書（様式第２号） 

(3) 配置予定技術者の資格・工事等経験調書（様式第３号） 

(4) 共同企業体協定書（様式第４号） 

(5) 委任状（様式第５号） 

(6) 使用印鑑届（様式第６号） 

(7) 総合評定値通知書の写し（直近のもの） 

(8) 建設業許可通知書の写し 

(9) 監理技術者が監理技術者講習を受講した者であることを証する書面の写し 

 

５ 入札の方法 

周防大島町郵便入札実施要綱（平成18年告示第14号）の規定による郵便入札と

する。 

 

６ 入札参加資格審査及び落札者の決定方法 

周防大島町条件付一般競争入札実施要領（平成21年4月10日制定）、及び周防大

島町条件付一般競争入札心得（郵便入札・事後審査）（平成21年4月10日制定）の

規定による。 

入札参加資格の確認は開札後に行う。 

 

７ 設計図書等の配信 

本工事に係る設計書、工事図面及び仕様書（以下「設計図書等」という。）の配

信は、次のとおり行う。 

(1) 配信期間 令和８年４月15日から令和８年５月26日まで 

(2) 配信方法 設計図書等は、周防大島町ホームページから本工事の添付ファ

イルをダウンロードすること。 



   【添付場所】 新着情報・2026年お知らせ → 令和８年度 周防大島町総

合体育館改修工事（建築工事）に係る条件付一般競争入札の公告について 

(3) 設計図書等に関する質疑 

設計図書等に関する質疑がある場合には、令和５年５月14日午後５時までに

質問文書を持参又は郵送により提出すること。質問文書は周防大島町ホーム

ページから「内容質問書」をダウンロードし、必要事項を記入して提出するこ

と。 

(4) 設計図書等に関する質疑に対する回答 

回答文書は、周防大島町ホームページ内の「設計図書等の質疑に対する回答」

にて配信する。なお、最終更新は令和８年５月20日とする。 

URLhttps://www.town.suo-oshima.lg.jp/keiyakukanri/sitsugikaito.html 

 

８ 提出書類 

(1) 入札書 

入札書記載金額に当該金額の100分の10に相当する額（その額に1円未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。）を加算した金額をもって落札価格とす

るので、入札者は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載すること。 

(2) 積算内訳書 

７の（２）で配信した積算内訳書に入札書記載金額の内訳金額を記入するこ

と。 

(3) 入札参加資格確認資料等 

４の（１）から（９）に掲げる書類 

 

９ 提出方法 

入札書、積算内訳書を内封筒に、入札参加資格審査資料を外封筒の中に入れ、

一般書留、簡易書留、又は特定記録郵便のいずれかの方法により郵送すること。

なお、入札書等の提出に必要な経費は入札参加者の負担とし、提出された資料は

返却しない。 

 

  宛先 〒742-2199 山口県大島郡周防大島町大字小松193-2 大島郵便局留 

      周防大島町役場 総務部財務課 契約監理班 宛て 

 

10 入札書等到着期限 令和８年５月26日までに大島郵便局に必着のこと。 

 

11 開札 

(1) 開札日時  令和８年５月27日 午前10時00分 



(2) 開札の場所 周防大島町大島庁舎３階会議室 

（周防大島町大字小松126番地2） 

(3) 開札の立会い及び傍聴  

本入札に参加した者で、開札の立会いを希望する者（１参加者当り１名とさ

せていただきます。）は、開札時間の５分前までに、開札会場に委任状を持参

して参集してください。 

立会いを希望する者が２人に満たない場合には、本入札事務に関係のない町

職員が立会います。 

また、開札の傍聴は開札会場へ入室できます。 

 

12 入札保証金及び契約保証金 

入札保証金は免除する。 

契約保証金は契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、国債の

提供又は金融機関若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法

律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社の保証をもって契約保証金の

納付に代えることができる。また、工事履行保証契約又は町を被保険者とする履

行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 

 

13 支払条件  

前払金、部分払は周防大島町工事執行規則（平成16年周防大島町規則第149号）

第42条及び第45条の規定による。 

 

14 本契約の成立 

本工事の契約は、周防大島町議会の議決を要するため、落札決定後仮契約を締

結し、当該議決を経た後に本契約を締結する。 

 

15 問い合わせ先 

周防大島町総務部財務課 契約監理班（電話0820－74－1009） 


